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新 規 登 録 ・ 適 用 内 容 の 変 更 一 覧 表 示 へ  

 

変更登録のお知らせ  

 
平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 

此の度、2021年11月10日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。 

 

農 薬 名  

 第１９１９７号  ホクコークリンチャーＥＷ 
 

適用変更の内容 

        ・ 作物名「移植水稲」の使用方法に「無人航空機による散布」を追加する。 
        ・ 作物名「直播水稲」の使用方法に「無人航空機による散布」を追加する。 

 
【変更部分の適用内容】   

作
物
名 

適用雑草名 使用時期 
使用量 

本剤の 
使用回数 使用方法 

薬量 希釈水量 

移 
植 
水 
稲 

ノビエ、 
キシュウスズメノヒエ 
アゼガヤ 

移植後 20 日～ノビエ 6 葉期 
但し、 
収穫 30 日前まで 

100 
mL/10a 

25～100 
L/10a 

2 回以内 

湛水散布 
又は 
落水散布 

ノビエ 
移植後 20 日～ノビエ 4.5 葉期 
但し、 
収穫 30 日前まで 

0.8～1.6 
L/10a 

無人航空機に 
よる散布 

直
播
水
稲 

一年生イネ科雑草 

は種後 10 日～ノビエ 5 葉期 
但し、 
収穫 30 日前まで 

25～100 
L/10a 

雑草茎葉散布 
又は 
全面散布 

は種後 10 日～ノビエ 4.5 葉期 
但し、 
収穫 30 日前まで 

0.8～1.6 
L/10a 

無人航空機に 
よる散布 

 
【変更後の注意事項（追加・修正部分）】 
 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。 

 散布は散布機種の散布基準に従って実施すること。 
 散布機種に適合した散布装置を使用すること。 
 作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他装置の十分な点検を行うこと。 
 周辺に水稲以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による本剤の散布は行わないこと。 
 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意すること。 
 薬剤散布に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。 
 本剤の散布に使用した無人航空機の散布装置は、水稲以外の作物への薬剤散布には使用しないこと。 
 散布薬剤の飛散によって、周辺の作物に薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意し

て散布すること。 
次頁へ続く 

https://www.hokkochem.co.jp/archives/category/nouyaku-new


前頁から続く 
 
 本剤はとうもろこし、食用びえ、ソルガムなどのイネ科作物、キャベツ及びももの生育を阻害するおそれが

あるので、これらの作物の生育期に隣接で使用する場合にはかからないよう十分注意すること。また、散布

田の水田水をこれら作物に灌水しないようにすること。 
 
変更登録後の製品情報の詳細はこちら（農薬製品・安全データシート（SDS）一覧）からご参照下さい。 

 以上 

https://www.hokkochem.co.jp/archives/nouyaku/19197

